
介護支援専門員の各種手続きについて 

● 各種手続きについて  

１ 介護支援専門員資格登録簿への登録及び介護支援専門員証の交付について  

  具体的な手続き及び関係様式については、県庁高齢福祉課のホームページで

ご確認ください。（http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/index.html） 

（１） 介護支援専門員資格登録簿への登録について  

（２） 介護支援専門員証の交付について（通常の事務処理） 

申請書の受付は、毎月１０日を締切日とし、２０日を交付日といたします。  

（３） 実務研修修了後の手続きについて（実務研修修了時にも案内あり） 

ア 実務研修修了後、登録と介護支援専門員証の交付を希望する場合  

イ 実務研修修了後、登録のみで介護支援専門員証の交付を希望しない場合  

ウ 当初登録のみの方で、その後、介護支援専門員証の交付を希望する場合  

 

２ 登録の移転について（登録している都道府県を変更する場合）  

（１）愛知県に登録している方が他の都道府県に登録を移転したい場合  

まずは、登録の移転先となる都道府県に登録移転の可否又は申請に必要な

書類についてご確認ください。 

（２）他の都道府県に登録している方が愛知県に登録を移転したい場合  

▼愛知県では、介護支援専門員証の有効期間が満了している方については登録受け入れ

をしておりません。再研修を修了のうえ、手続きをお願いします。  

３ 氏名、住所の変更届について 

  登録していただいている氏名、住所に変更があった場合は、速やかに変更の

手続きをしてください。 

 

４ 介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合  

介護保険法第６９条の５の規定により、死亡した場合や成年被後見人又は被

保佐人など欠格事由に該当することとなった場合には、所定の者（相続人、後

見人等）が愛知県知事（又は届け出義務者の住所地の都道府県知事）に事実が

あった日から３０日以内に届け出ることとされています。  

５ 介護支援専門員が登録を消除する場合（本人から申請による場合）  

 

６ 介護支援専門員の再交付について 

再交付につきましては、紛失、汚損、破損した場合などが該当します。  

http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/index.html


●更新について  

介護支援専門員証（有効期限：５年）の更新をするためには、各自必要な研修

を修了後、更新申請の手続きを適切に行っていただく必要があります。  

この更新手続きにつきましては、現在、有効期間満了日の半年前から受付を開

始しております。ただし、有効期限内に介護支援専門員証の交付を希望される場

合は、期限が切れる４０日前までに申請を行ってください。（期限の直前に申請

されても交付は可能ですが、利用者からの提示希望に対し適切な対応ができなく

なります。） 

更新研修を受講されていても更新手続きを失念されると再研修の受講等が必

要になり、再交付されるまでの間は、介護支援専門員としての業務ができなくな

ります。 

手続きに必要な申請書類は県庁高齢福祉課のホームページでご確認ください。 

なお、有効期間の終期について個別の案内はしておりませんので、各自で気を

つけてください。 

 

●欠格事由について  

介護支援専門員には、登録を受けることが出来ない、「欠格事由」が介護保険

法に明記されています。 

申請書にはしっかりと理解された上で記載してください。 

（参考）「欠格事由に関する介護保険法の規定」  

（介護保険法：介護支援専門員の登録） 

第６９条の２ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生

労働省令で定めるところにより行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で

定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該都道府県知事の登録を受けることができる。  

ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。  

一 成年被後見人又は被保佐人  

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者 

四 登録の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者  

五 第６９条の３８第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第６９条の

６第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者  

六 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して５年



を経過しない者  

七 第６９条の３９の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第１５条の規定による

通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録

の消除の申請をした者であって、当該登録が消除された日から起算して５年を経過しない

もの 

【注意１】 

 

（国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの）  

 児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、社会福祉法、薬事法、老人福

祉法、理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護

福祉士法、義肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、障害者自立支援法、高齢者虐待

の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律  

 

【注意２】 

 

上記欠格事由の二、三に該当する方とは、判決の言い渡しがあった後、法定の控訴又は上告

の期間を経過して判決を確定した方をいい、現に公判、控訴又は上告中の方は除かれます。  

 なお、禁錮以上の刑とは、禁錮、懲役及び死刑をいいます。上記欠格事由の二には執行猶予

期間中の方も刑に処せられた方に含まれますが、刑に処せられることなく執行猶予期間を過ぎ

た方は含まれません。  

 

 

●指定研修機関について  

 実務研修、更新研修、専門研修Ⅰ・Ⅱ、再研修  

愛知県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話 ０５２－２１２－５５１６ 

 主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修 

愛知県シルバーサービス振興会 

電話 ０５２－２２３－６６２１ 

主任介護支援専門員更新研修 

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会  

電話 ０５２－２６５－６３９８ 

 

※各研修の詳細につきましては、各研修の実施機関にお問い合わせください。  

 



●研修内容の改正について  

平成２８年度から各研修内容が大幅に改正されました。 

研修の修了時期が従来よりも遅くなっておりますので、研修企画情報には気を

つけてください。 

 

●主任介護支援専門員更新研修について  

平成２８年度に創設されました主任介護支援専門員更新研修については、以下

の特例による経過措置が設けられております。更新を行う方は、余裕をもって適

切な時期に受講していただきますようお願いします。 

【特例による経過措置】 

主任介護支援専門員研修を修了し

た年度 

主任介護支援専門員更新研修

の受講期限 

平成１８年度から平成２３年度 平成３１年３月３１日 

平成２４年度から平成２６年度 平成３２年３月３１日 

 

 

 

平成２９年４月１日にて介護保険法施行規則が一部改正されたことに伴い、厚

生労働省老健局長からの通知（平成２９年５月１８日付け老発０５１８第６号）

にて、主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間

についての取扱いが示されました。 

内容といたしましては、上記に示しました特例による経過措置の者が主任更新

研修を修了した場合、原則、介護支援専門員証の有効期間を主任更新研修修了証

書の有効期間に置き換えることとし、両方の有効期間を揃えることとなっていま

す。 

また、上記以外の者（平成２７年度以降に主任研修を修了した者）についても、

ほぼ同様の取扱いとなっており、主任更新研修を修了した場合、原則、介護支援

専門員証の有効期間を主任研修が修了した日の５年後の応当日から起算した５

年間を有効期間として置き換えることとし、両方の有効期間を揃えることとなっ

ています。 

ただし、対象者からの申し出により、それを行わないこともできます。 

この取扱いにつきましては、愛知県のホームページに掲載していますので、該

当する方は、ご確認をお願いします。  

 

 

●主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の

有効期間についての取扱いについて 



 

 

  

 

 

 

ケアマネジャーのみなさんへ 

仕事上での悩みや相談を 

なんでもお気軽にご相談ください。 

コーディネーターがサポートします。 

秘密厳守、相談料は無料です。 

 

 

 

 

＜ 相 談 窓 口 ＞ 

 ◇ 相 談 日 時  毎週火曜日・木曜日（祝祭日を除く）  

            午後１時～午後 4 時 45 分 

            コーディネーターが、ケアマネジメント業務全般の相

談に応じます。 

 

◇ 相 談 方 法  電話にて対応致します。  

来訪については、予約の上、対応いたします。  

 

・電話 ０５２－２６５－６４０４  

 

◇ 相 談 場 所  名古屋市中区松原３－７－１５ 光葉ビル 2F 

 一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会  

 

 

参 考 １ 

ケケアアママネネ悩悩みみ相相談談ココーーナナーーののごご案案内内   
 


